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Ⅰ　事実

　平成21年 3 月27日に株式会社 Aの会社分
割により設立された Bは、所在地や主たる
事業、権利、人的および物的設備等を Aか
ら承継していたが、債務は承継しなかった。
Aは会社分割の時点で、Y信用金庫（被告、
被控訴人）に対する借入金残高が 4億7000万
円余りあり、債務超過状態であったため、Y

は、Aの当座および普通預金口座すべてに支
払差止を設定した。一方、X（原告、控訴人）
は、従前から Aと取引関係にあったが、平
成21年 7 月頃に、Aおよび Bから、Aの事業
を Bへと承継する旨の通知を受け取ってい
た。
　平成24年 2 月29日、Xを注文者、Bを請負
人とする本件請負契約が締結された。Xは、
同年 5月 1日、本件請負契約の代金等約330
万円（本件振込金）について、C信用金庫に
対して振込依頼をした。その際、Xは振込先
を誤って Y信用金庫にある A名義の口座（本
件口座）を指定し、同日、本件口座に約330
万円が入金記帳された（本件振込）。
　本件口座は、支払差止設定がされていたた
め、本件振込金は本件口座に自動入金され
ず、一旦、Yの別段預金に入金された。その
後、Yは、一時的に支払設定を解除した上で、
本件振込金について本件口座へ入金手続きを
行った。その上で、Yは、同日付で本件振込
金を含む Aの預金払戻請求権と Aに対する

貸金債権等を対等額で相殺した（本件相殺）。
　翌日、Xは、Bから本件請負代金が振り込
まれていない旨の連絡を受けて確認作業を開
始した。しかし、本件振込事務を行った従業
員が休暇を取得していたことから事情が判ら
ず、当該従業員が休暇明けに出勤した 5月 7
日に至ってはじめて、本件振込が誤振込で
あったと判明した。そこで、 5月 7日に Y

に連絡し、本件振込金の返金依頼をしたが、
すでに取引は成立しているので、返金に応じ
られないとの回答を受けた。
　同年 5月18日、Xは Yに対して本件振込が
誤振込である旨通知するとともに、本件相殺
により法律上原因なく本件振込金相当額を利
得したとして、不当利得返還請求権に基づき
本件振込金相当額等の返還を求めた。これに
対して、Yは本件振込が誤振込であるとの認
識はなく、誤振込か否かの調査義務も負って
いないとして、本件相殺は法律上の原因を欠
くものではないと主張した。
　原審（名古屋地判平成26年 8 月 7 日　金判
1468号34頁）は、本件振込によって本件振込
金相当額の預金債権は成立しているとした上
で、被仕向金融機関たる Yは本件振込が法
律上の原因を欠く誤振込であることを知らな
かったと認定し、本件相殺が法律上の原因を
欠くものとはいえないとして、Xの請求を棄
却した。
　そこで Xが控訴した。
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Ⅱ　判旨

　原判決取消（請求認容）
1．本判決は、まず、最判平成 8年 4月26日
（民集50巻 5 号1267頁）を引用して、X（振
込依頼人）が振込先を誤って振り込んだとし
ても（誤振込）、当該振込金の受取人（A）
と被仕向金融機関（Y）との間には預金債権
が成立するとした。その上で、「Xと Aの間
に本件振込みの原因となる法律関係はないも
のの、Aは、本件振込みにより Yに対し本件
振込金相当額の普通預金債権を取得し、Yは、
Aに対し、同相当額の預金債務を負担するこ
ととなるから、本件振込みが誤振込みである
からといって、直ちに、Yに本件振込金相当
額の利得を生ずることにはならない。」と述
べる。
2．しかし、Xの損失については、被仕向金
融機関の「組戻し」との関連で以下のように
述べた。「他方で、振込取引においては、受
取人の預金口座に振込金が入金記帳されるま
では、振込依頼人の依頼により、被仕向金融
機関から仕向金融機関に振込金を送金して振
込依頼前の状態に戻すこと（組戻し）がで
き、受取人の預金口座に振込金が入金記帳さ
れた後であっても、受取人の承諾があれば、
組戻しができるものとされている。しかし、
振込依頼人が組戻しを依頼する前に、受取人
の預金口座に振込金が入金記帳され、かつ，
被仕向金融機関が、受取人に対する金銭債権
をもって、受取人に対する預金債務を相殺に
より消滅させた後には、受取人の承諾があっ
ても組戻しはできないこととなる。以上によ
れば、Yは、誤振込みである本件振込みによ
り発生した預金債務を本件相殺により消滅さ
せることで、事実上回収不能である Aに対
する貸金債権等を回収する一方、Xは、Aに
対して本件振込金相当額の不当利得返還請求
権を取得するものの、事実上その回収は不能
であるため、本件振込金相当額の損失を被る
結果となる。」

3．そして、Yによる本件相殺の妥当性と X

の不当利得返還請求の是非については、Yは、
本件相殺の時点では、本件振込みが Xと A

の間における取引等の原因のない誤振込みで
あることを知っていたと認めることができる
とした上で、「本件振込みが誤振込みである
と認識していた Yにおいては、本件口座に
本件振込金を入金記帳する前に、又は、本件
口座に本件振込金を入金記帳した後でも本件
相殺をする前に、Xや Aに対し、誤振込み
か否か確認して組戻しの依頼を促すなど対処
すべきであった。」「しかるに、Yにおいて、
たまたま誤って本件振込みがあったことを奇
貨として、Xが誤振込みに気付かなければ組
戻しを依頼することがないことから、事実上
回収不能な Aに対する貸金債権等を回収す
るために、あえて支払差止め設定を一時的に
解除して本件振込みを完了させて、直ちに本
件相殺をしたものと認められ、振込制度にお
ける被仕向金融機関としては不誠実な対応で
あったといわざるを得ない。」と述べ、「本件
の事実関係においては、正義、公平の観点か
ら、被仕向金融機関である Yが、事実上の
回収不能な Aに対する貸金債権等を本件相
殺により回収して、本件振込金相当額につい
て Xの事実上の損失の下に利得することは、
Xに対する関係においては、法律上の原因を
欠いて不当利得になると解するのが相当であ
る。」として、Xの請求を認めた。

Ⅲ　研究

1 ．問題の所在

　「振込取引」とは、振込依頼人、受取人、
仕向金融機関、被仕向金融機関の四当事者を
結ぶ 3つの契約関係（振込委託契約、為替取
引契約、預金契約）が全体として 1つのシス
テムを作りだしている取引のことである。
　そして、「誤振込」とは、振込依頼人が受
取人の指定を誤り、仕向金融機関および被仕
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向金融機関がそれに従って振込処理を行った
ために、振込依頼人の想定した受取人の口座
への振込とは異なる結果を生じるものであ
る。当然、振込依頼人と受取人の間には当該
振込取引にかかわる原因関係はない。しか
し、振込の原因となる法律関係の存否に関わ
らず、受取人と金融機関との間に振込金相当
額の預金債権が成立するというのが現在の確
立した判例理論である。すなわち、最判平成
8年 4月26日（民集50巻 5 号1267頁、以下、
平成 8年判決）は、決済システムの利便性の
追求を理由に振込を原因関係から遮断して捉
え、誤振込による預金債権の成立について
は、「振込依頼人と受取人との間に振込みの
原因となる法律関係が存在するか否かにかか
わらず、受取人と銀行との間に振込金額相当
の普通預金契約が成立し、受取人が銀行に対
して右金額相当の普通預金債権を取得するも
のと解するのが相当である」という原因関係
不要説を採り、その後の下級審および最高裁
判例もこれを踏襲している（1）。
　今日、この平成 8年判決を支持して、預金
債権の成立を無因的に捉える見解が主流を占
めるが（2）、これに疑問をもつ学説も少なくな
い（3）。
　ところで、誤振込がなされたとしても、い
わゆる「組戻し」により、誤振込のなかった
状態に戻すことで問題を解決できる場合があ
る。
　「組戻し」とは、一度取り組んだ為替取引
が何らかの事情によりその必要がなくなった
場合に、振込依頼人が、金融機関にその振込
みの取り止めを申し出ることが出来る制度で
ある（4）。そして、この「組戻し」は振込委託
契約の解除（5）と解するのが一般的である。し
たがって、入金記帳前であれば、振込依頼人
の要求に応じて受取人の承諾を得ることなく
組戻しができる。
　しかし、入金記帳後は、当該振込金はすで
に受取人の預金の一部ということになるた

め、受取人の承諾を得なければ組戻しはでき
ないとされている。この場合の法的構成は、
受取人から振込依頼人への逆方向の振込にな
ると解されるからである。但し、実務上は、
入金記帳後といえども、組戻し依頼を受けた
被仕向金融機関は、受取人と連絡をとり、承
諾を得られれば組戻しに応じているとのこと
であり、一般的には、誤振込のような原因関
係のない振込の大半は、この組戻し手続きに
より問題解決が図られているようである（6）。
　このような取扱いは、被仕向金融機関自身
のリスクを最小限に回避した上で、振込依頼
人の利益にも配慮されたものであり、簡便か
つ望ましい解決手段であろう（7）。
　したがって、振込依頼人が「誤振込」に気
付いた場合には、振込依頼人として直ちに行
うべきは組戻しの申し出なのである。しか
し、振込依頼人が組戻依頼をしても、受取人
の承諾を得られず（拒否、所在不明など）、
組戻しが出来ない場合もある（8）。そして、組
戻しされることなく受取人の預金口座に誤振
込金が混入した状態のまま、その預金債権が
受取人の債権者に差押えられたり、被仕向金
融機関によって貸金債権と相殺されると、誤
振込した振込依頼人は、もはや誤振込金を取
り戻すことが出来なくなる。
　本判決もまた、振込依頼人による誤振込に
際し、組戻しがされる前に被仕向金融機関の
貸金債権と誤振込金相当額の相殺がなされた
ために、当該誤振込金相当額の帰属先が問題
になった事例であった。
　確かに、誤振込金相当額が、受取人の預金
債権として成立しているのであれば、これを
受働債権として被仕向金融機関が貸金債権と
相殺することは理論上問題ない。しかし、本
来の意図とは異なる振込をしてしまった振込
依頼人は、このような場合には誤振込金を取
り戻すことは出来ないのだろうか。
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2 ．先例・学説

　誤振込と被仕向金融機関による相殺をめぐ
る裁判例としては、本判決以外に、以下のも
のがある。
　①鹿児島地判平成元年11月27日（金法1255
号32頁）は、振込依頼人が、誤振込したのち
に、被仕向銀行が入金記帳された誤振込金と
自らの貸金債権を相殺した事例である。本判
決は、預金債権の成立は「取引上の原因関係
の存在を前提としているものと解すべき」で
あるとして、誤振込による預金債権の成立を
認めなかったことから、相殺も認めなかっ
た。本判決は、平成 8年判決以前のものであ
るため、誤振込による預金債権の成立につい
て、原因関係必要説によって解決を図ったも
のであった。
　②名古屋地判平成16年 4 月21日（金判1192
号11頁）は、振込依頼人が誤振込した後に、
組戻し依頼をしたところ被仕向銀行がこれを
拒否し、その後、受取人から誤振込金相当額
の返金についての確認書を提出したにも関わ
らず、組戻しに応じることなく、受取人の貸
金債権と対等額で相殺された事例である。判
決は、平成 8年判決を踏襲し、誤振込といえ
ども、当該預金債権は成立しているとした
が、組戻しに応じることに支障がなかったに
もかかわらず、組戻しされずになされた本件
相殺は、正義・公平の観念に照らし無効とさ
れた。ゆえに、本件相殺による利得は法律上
の原因を欠くので、振込依頼人の本件誤振込
金相当額につき不当利得返還請求が認容され
た。
　③名古屋高判平成17年 3 月17日（金判1214
号19頁）は、上記②判決の控訴審である。本
件は、誤振込による受取人の預金債権につい
ては、本件の事情に鑑みて「預金債権が成立
しても、正義・公平の観念に照らし実質は成
立していないのと同様に構成」するとした。
それゆえ、被仕向銀行の相殺については、本

件事実関係の下では受取人の預金債権は受働
債権とはなり得ないものと解し、本件被仕向
銀行の相殺はその効力を生じないとして振込
依頼人の不当利得返還請求を認容した。
　④東京地判平成17年 9 月26日（金判1226号
8 頁）は、振込依頼人が誤振込に気付き、直
ちに組戻し手続きを依頼したところ、当該受
取人が所在不明のため組戻し承諾が得られ
ず、組戻し出来ない事案であった。その後、
被仕向銀行が自行の貸金債権と誤振込金相当
額を相殺したため、振込依頼人は被仕向銀行
に対して誤振込金相当額につき不当利得返還
請求したものである。本判決も平成 8年判決
を踏襲し、誤振込でも受取人の預金債権が成
立するとした。さらに、相殺についても「権
利の濫用に当たるような特別の事情がない限
りは、その効力が否定されることはない」と
して、その有効性を認めた。しかし、本件相
殺による被仕向銀行の債権回収については、
これをⅩの損失のもとで、いわば「棚からぼ
た餅的に利得したものといえ」るとして、被
仕向銀行は、本件誤振込金相当額の利得を、
振込依頼人に対する関係においては法律上の
原因なく不当利得となると解して、振込依頼
人の本件誤振込金相当額の不当利得返還請求
権を認めた。
　このように、①判決と③判決は、預金債権
の成立を認めないことから（③判決は、形式
的には預金債権成立を認めるが、「実質的に」
認められないとする）、被仕向銀行による相
殺を否定した上で、法律上の原因の欠如を理
由に被仕向銀行の不当利得返還義務を認め
る。②判決は、預金債権の成立を認めつつ
も、被仕向銀行による相殺を無効であるとし
て、被仕向銀行に誤振込金相当額の不当利得
返還義務を認めている。他方、④判決は、相
殺そのものを有効としつつ、相殺によって得
られた債権回収分を、振込依頼人の損失の下
で得られた利得として、不当利得返還義務を
被仕向銀行に認めている。このように、いず

青森法政論叢17号（2016年）



113―　　―

れの判決も相殺の肯否にかかわらず被仕向金
銀行に不当利得返還義務が認められている
が、被仕向銀行の「利得」の内容と「法律上
の原因を欠く」事由については、事案により
異なっている。
　学説は、①判決及び②判決や③判決のよう
に、相殺の効力を否定する見解を妥当とする
ものが多い（9）。被仕向金融機関の相殺に否定
的な見解に共通するのは、被仕向金融機関は
受取人の債権者であることにとどまらず、振
込制度の運営者という立場にあり、振込依頼
人からの要請（組戻し）と矛盾する行動は許
されないという考えであろうと思われる（10）。
　その他、振込依頼人からの誤振込金相当額
の返還請求を肯定するものには、利得者の主
観的事情を考慮した騙取金事例（最判昭和49
年 9 月26日民集28巻 6 号1243頁）との類似性
を指摘する見解（11）や、転用物訴権に係る判
例理論に近いとの見解（12）、誤振込により成
立した預金債権に対して振込依頼人が物権的
効力をもって返還請求できるといった物権的
返還請求権を唱えるもの（13）、誤振込金につ
いて先取特権類似の優先権を振込依頼人が有
するというもの（14）、信託的構成を提起するも
の（15）がある。あるいは、被仕向金融機関の
相殺を、信義則違反や相殺権濫用法理により
無効とした上で、復活した受取人の預金債権
についての不当利得返還請求権を保全するた
め、振込依頼人が債権者代位権（民423条）
を行使して、誤振込金相当額を請求する方法
も提唱されている（16）。また、被仕向金融機関
の組戻しを「契約上の義務」として積極的に
肯定し、振込依頼人に組戻請求権ともいうべ
き金銭取戻請求権があるとして、金融機関に
「組戻しに応じる義務」があるとするもののほ
か（17）、より積極的な「組戻し制度」を提唱
するものもある（18）。さらには、被仕向金融
機関に対して、振込金等の資金回復に向けた
合理的な努力に協力すべき義務等の立法化を
提案するものもある（19）。

　一方で、誤振込金に対する被仕向金融機関
の相殺は相殺権濫用にはあたらないとして、
預金債権が成立する限りは相殺を有効とすべ
きとの見解もある（20）。
　しかしながら、こうした誤振込と被仕向金
融機関の相殺についての学説状況は、これを
相殺の問題と捉える立場と不当利得と捉える
立場や、相殺の問題としながらも内容的には
不当利得を論じているといった混乱がみられ
るともいわれている（21）。

3 ．本判決の意義

　本判決は、本件相殺の効力を否定すること
なく（22）、本件相殺による被仕向金融機関 Y

の利得を振込依頼人Xとの関係から実質的・
相対的に正当化できないとして、Yの不当利
得返還義務を認め、平成 8年判決と矛盾する
ことなく、誤振込金相当額における振込依頼
人の利益を図った点に意義がある。
　また、本判決は、「組戻し」制度の有用性
を、従来の裁判例よりも積極的に評価した上
で、被仕向金融機関の組戻し制度に対する消
極的対応を非難し、被仕向金融機関の果たす
べき義務に言及している点にも意義がある。
　それまでの裁判例や学説では、組戻しにつ
いて、「入金記帳前であれば組戻しは可能、
入金記帳後の組戻しは原則としてできない
が、受取人の承諾があれば、これに応じてい
るのが金融機関の実務」とあり、入金記帳
「後」の組戻しに、金融機関が必ずしも応じ
る義務はなく、あくまでも金融機関の好意・
サービスの一環であるかのようにも説明され
ていた。しかし、本判決は、被仕向金融機関
に対して、まず、組戻しにより問題解決を図
るべき義務を有すること、そのために、被仕
向金融機関自ら振込依頼人に組戻しを促すこ
とを求める。
　そして、被仕向金融機関が、振込依頼人に
組戻しを促すこともせず、自身の貸金債権と
の相殺を敢行する場合には、その対応を「正
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義・公平」に反し「不誠実な対応」であると
して、被仕向金融機関に不当利得があるとす
る。被仕向金融機関にこのような「組戻しを
促す義務」までをも要求し、これを履行する
ことなく相殺したことを理由に不当利得返還
義務を認めた本判決には否定的な評価もあ
るが（23）、誤振込金相当額についての預金払
戻しを一時停止し、この点について調査・照
会を尽くす義務があるとした最決平成15年の
考え方に沿うものであるとの評価もある（24）。ま
た、本件では、被仕向金融機関の相殺によ
り、振込依頼人の組戻し（或いは組戻依頼）
が阻害しされていることに鑑みて、組戻し依
頼を促すことなく相殺した行為そのものを不
法行為と捉え、損害賠償請求による振込依頼
人救済の可能性を指摘するものもある（25）。
　このように、組戻制度は、誤振込金の実際
の出捐者である振込依頼人に資金を返還する
手段として優れていることから、組戻しの積
極的運用を目指した本判決の判断は妥当であ
る。ただし、実際に組戻しを行うに際して
は、受取人の承諾が必要であることには注意
しなければならない（26）。
　さらに、本判決では、被仕向金融機関の不
当利得を認定するにつき、被仕向金融機関の
「誤振込の認識」を重視した点にも意義があ
る。本判決では、被仕向金融機関の「本件誤
振込」認識についての評価が、原審と本判決
の判断を分けたのはあきらかである。従来の
下級審裁判例も、被仕向銀行の誤振込み認識
の有無が問題になっており、本判決は、これ
を再確認した判断ともいえよう（27）。

4 ．考察

（1）　相殺の有効性と債権者代位による誤振
込金の回復

　相殺を有効としつつ、振込依頼人の不当利
得返還請求を認めた本判決は、誤振込金の真
の権利者に誤振込金相当額が戻ってくる点は
評価できる。しかし、相殺により貸金債権を

消滅させた後に、振込依頼人に誤振込金相当
額の不当利得返還義務を負うというのは、被
仕向金融機関にとって酷な解決方法ではない
だろうか（28）。あるいは、本件のように、組
戻しを阻害する事情が存在しないにもかかわ
らず、組戻しせずに相殺して被仕向金融機関
自身の債権回収する場合には、相殺権濫用に
なるとも考えられよう（29）。そこで、両当事
者の利益衡量を考えるならば、むしろ、相殺
を無効として、被仕向金融機関の貸金債権を
維持させるのが望ましい。
　そして、その場合は、誤振込金相当額は、
債権者代位権の転用により優先的に回収する
方法が考えられる（30）。振込依頼人に不当利
得返還請求ではなく、債権者代位権による預
金払戻請求を認めるこのような方法は、いさ
さか技巧的であるが、受取人の無資力リスク
の回避という観点からは妥当な解決策である
と考える。
（2）　被仕向金融機関の相殺と振込制度の運

営者としての地位
　本判決は、本件誤振込金相当額を「組戻さ
れるべき金銭」と考えていると思われる。そ
して、被仕向金融機関に「組戻し依頼を促す
義務」があるということは、振込依頼人に
は、誤振込した資金を「組戻しされる権利」
が優先的にあるということを示唆したといえ
る。
　こうした優先権が認められる理由は、被仕
向金融機関の振込制度の運営者たる地位等に
求められる。振込取引制度の運営者たる地位
にあること、及び預金口座の管理者であるこ
とからすれば、被仕向金融機関はこの制度の
利用者たる振込依頼人が不当な損失を被らな
いよう配慮すべき地位にあるといえるからで
ある（31）。にもかかわらず、誤振込による預
金債権成立を奇貨として自身の債権回収を敢
行し、振込依頼人に何の救済措置もとらず
に、受取人無資力リスクを負担させるのは、
それこそ、「正義・公平」の理念から許され
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るものではないだろう（32）。
　今後は、誤振込金と被仕向金融機関の貸金
債権との相殺が問題となる事例においては、
受取人の債権者が当事者となった平成 8年判
決の判例理論とは区別して（33）、振込依頼人
と被仕向金融機関との相対的関係に着目した
解決が検討されるべきであろう。
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